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事後調査の進捗状況及び事後調査報告書の提出時期 

 

事後調査の進捗状況並びに事後調査報告書の提出時期及び内容については、表2-1に示

すとおりとなる。 

なお、工事の完了後の事後調査の時期は、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技

大会の実施予定期間（令和３年７月～９月）を避けて、令和３年10月からの１年間とする。 

 

 

 



 

 

 

 





 




